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新しい自治会支援策（案）について
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新しい自治会支援策（案）について

これまでの経過
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令和４年８月 「自治会アンケート」 回答率61.3%、144自治会/235自治会

令和５年１月 「自治会支援の在り方に関する意見交換会」 全7回、58自治会、87名参加

令和５年１月 「自治会未加入者アンケート」 回答832件

令和５年６月 「新しい自治会支援について意見交換会」 全7回、70自治会、105名参加

▼これまでの配布資料、
報告書はこちらから

令和５年９月 「新しい自治会支援について」オンラインやメールなどによる意見 回答44件
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１ 加入促進支援

➢転入者向けチラシを刷新します（拡充）
※令和５年度中
QRコードでホームページと連動して自治会情報に
アクセスしやすくなります

➢不動産事業者から自治会オリジナル
チラシを配布します（新規）
※随時受付中
物件購入者に対して、チラシの配布を実施

転入者向けチラシ（案）

チラシ案（別紙配布）へ掲載する
皆様の自治会の写真を募集します。
【 令和5年12月28日（木）まで】

写真の内容・・・自治会紹介チラシに掲載する自治会の活動の写真
（防災活動・お祭り・清掃・会員がおしゃべりしている様子等） ※1自治会2枚程度 ※被写体の許可がとれている写真
※お送りいただいても、紙面の都合で掲載ができない場合もございますので予めご了承ください。
宛先：日野市地域協働課（ckyodo＠city.hino.lg.jp)

不動産屋への配布チラシ（案）
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アクセスフォーム

➢未加入者が自治会にアクセスしやすい
仕組みをつくります（新規）
※令和5年11月から
加入申し込みや自治会情報の問い合わせが
できるフォームの開設

・お名前、住所、連絡先を入力
→地域協働課 or 自治会より連絡
・24時間３６５日問い合わせ可能
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➢市ホームページの自治会ページを刷新して自治会活動をＰＲします（拡充）
※令和5年度中

自治会に加入しませんか？

加入申し込み・問い合わせフォーム

自治会マップ
○○自治会マップ

大坂上中地区自治会
○○自治会

➢○○自治会ホームページ ／ ○○自治会チラシ ／ ○○自治会（区域図）
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２ 地域連携促進

➢自治会同士の交流機会『ひのまちトーク』を開催していきます（継続）
※令和6年6月頃開催予定

➢連携を促進する補助金を創設します（新規）
※新しい補助金制度から
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➢交流サイト「 Hi-Know! 」を活用した情報共有を図ります（新規）※現在稼働中
自治会の活動などのアイデアや取り組み事例の情報共有
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３ 負担軽減

➢市からの業務依頼を整理していきます（新規）※令和6年4月から

➢市からの調査物、依頼通知等は出来る限りまとめるように調整します
（新規）※令和6年4月から

➢市から発送する回覧物は月１回に整理し、地域協働課からまとめて毎月
25日発送します（新規）※令和6年4月から

➢市以外の機関に対しても、自治会負担軽減の働きかけを行います（新規）
※令和6年4月から

➢各種申請・報告書の様式を簡素化・データ化します（新規）※令和6年4月から
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自治会向けページ
➢ 運営ハンドブック
➢ 市からの回覧物
➢ 補助金情報
➢ 貸出備品
➢ 加入促進チラシ
➢ ひのまちトーク（自治会交流会）報告書
➢ 自治会アンケート結果

➢市ホームページに自治会向けページを作成します（拡充）※令和5年度中順次
アイデア集、手引き、通知等のデータを掲載し、自治会活動に必要な情報が簡単に見つけられるようにします。

市からの回覧物
<5月25日送付分>
・一斉清掃のお知らせ（環境保全課）

一斉清掃のお知らせ
・自治会向け説明会開催のお知らせ（地域協働課）

自治会向け説明会チラシ

<6月25日送付分>
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➢各種申請・報告書の様式を簡素化・データ化します（新規）※令和6年4月から
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➢各種申請・報告書の様式を簡素化・データ化します（新規）※令和6年4月から



■アンケートや意見交換会でいただいた主な意見を基に、以下の方針といたしました。

【意見】現行制度では、加入世帯数を大幅に超える補助が交付されている自治会があるため、加入世帯数への変更は妥当。
【方針】現行制度では、自治会の未加入世帯数が補助額に大きく影響し、加入500世帯の自治

会より、加入30世帯の自治会の方が補助額が多いなど、制度としての歪みが大きく

なっており（右表）、現行制度の継続は公平性の観点で問題が生じています。

【意見】自治会は加入、未加入に関わらず地域に対して活動を行っているため、未加入世帯も含めた補助を継続して欲しい。
補助を会員数にすることで加入促進につながるので良いと思う。
未加入世帯を除くのであれば、単価を増額して簡素な手続きで補助が受けられる制度が良い。

【方針】交付根拠である自治会区域内の総世帯数を、市や自治会が共に正確に把握できないため、公金を支出する上の算出根拠としては
不適切となっています。
自治会の未加入世帯も含めた地域の活動に対しては、単価を増額（240円→500円）することで、簡素な手続きで安定的に補助が
受けられる補助制度とします。

【意見】インセンティブ補助金は手続きが煩雑で交付額が見込めない。また、交付決定時期が遅くて使いづらい。
活動に応じて補助を行う制度に賛成。

【方針】インセンティブ補助金は手続きが煩雑、交付決定時期が遅いとのご意見が多かったため廃止し、新たに活動費補助金を創設します。

【意見】小規模自治会のため、近隣自治会と連携してイベントを行いたい。
防災訓練やイベントを周辺自治会合同で行っているので支援や補助があると助かる。

【方針】自治会同士の連携に関する支援や補助を充実させ、新たに自治会活動の活発化を促進する連携補助金を創設します。

【方針】制度変更により減額となる自治会については経過措置を設け、活動の継続に出来る限り影響が出ないようにします。
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４ 補助金制度（案）
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加入世帯数 未加入世帯数 総世帯数 補助額

A自治会 500世帯 100世帯 600世帯 144,000円

B自治会 30世帯 1,000世帯 1,030世帯 247,200円

※単価240円で試算
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４ 補助金制度（案）

①運営費補助金（改正）※総世帯数を加入世帯数に変更、単価の増額
自治会区域の加入世帯数×単価500円

②活動費補助金（新規）※インセンティブ補助金は廃止、上限額を引上げ、補助率を明記
総事業費の1/2（上限20万円）
※予算を超えた申請があった場合は、予算の範囲内で一律按分した額を補助

③連携補助金（新規）※連携を促進する仕組みづくり
複数自治会が連携した事業を実施する場合 一律2万円を補助（初回のみ）

④集会所補助金（継続）※変更なし
1施設あたり23,000円

⑤経過措置（2年間）
1年目 2万円以上減額となった場合 減額分の1/2
2年目 2万円以上減額となった場合 減額分の1/4
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・加入世帯数×240円

・未加入世帯数×240円

・インセンティブ補助金

（上限5万円）

現行の補助制度 新しい補助制度

地域に対する公

益的活動への補

助

新たな取組みの

初動を助ける補

助

・運営費補助金

加入世帯数×500円

・活動費補助金

（総事業費の1/2、上限20万円）

地域に対する公

益的活動への補

助

活発な自治会活

動を支援する補

助

自治会所有の集

会所の経費に対

する補助

・自治会集会所補助金

1か所23,000円

自治会所有の集

会所の経費に対

する補助

・自治会集会所補助金

1か所23,000円

自治会所有の集

会所の経費に対

する補助

・連携補助金

複数自治会が連携して事業を実施

する場合に一律2万円を補助

自治会同士の活

動を支援する補

助

未加入世帯分は単価の

増額で対応

・インセンティブ補助金

は廃止

・上限を引上げ幅広い活動
を支援

・申請手続きを簡素化

・1年目 2万円以上の減額分の1/2

・2年目 2万円以上の減額分の1/4

経過措置

（2年間）

改正

新規

継続

新規
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今後も、多様な地域の課題に柔軟かつ的確に対応することが求められているため、定期的な自治会支援の在り方

を検証し見直しを実施してまいります。

（予定）　R6年～新制度移行に向けた「日野市自治会補助金」スケジュール
●発送

★締切

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R6年度活動補助金事前調査発送 ● ★

R6年度活動補助金採択結果通知発送 ◎

R6年度日野市自治会登録書発送
※補助金希望の有無を記載する箇所あり ● ★

R6年度日野市自治会補助金申請書発送
※R6年度日野市自治会登録書に「補助金希望あり」と記
載している自治会に対して申請書一式を発送

● ★

補助金の支払い（第1回8月、第2回9月）


